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（１）令和６年中央教育審議会答申（概要） 

 

３．関連する答申・方針・ガイドライン等  
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（２）山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針 

県教育委員会では、令和２年３月に「山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等

に関する方針」を策定し、教育職員の時間外在校等時間の上限等について次のとおり定

めている。 

① 「勤務時間」の考え方 

教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握す

ることができる時間を当該教育職員の「在校等時間」とし、山梨県教育委員会が管

理する対象とする。 

具体的には、正規の勤務時間外において超勤４項目以外の業務を行う時間も含

めて教育職員が在校している時間を基本とし、当該時間に、以下に掲げるイ及びロ

の時間を加え、ハ及びニの時間を除いた時間を在校等時間とする。ただし、ハにつ

いては、当該教育職員の申告に基づくものとする。 

イ 校外において職務として行う研修への参加や児童生徒等の引率等の職務に

従事している時間として山梨県教育委員会が外形的に把握する時間 

ロ 山梨県教育委員会が定める方法によるテレワーク（情報通信技術を利用し

て行う事業場外勤務）等の時間 

ハ 正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う

自己研鑽の時間その他業務外の時間 

ニ 休憩時間 

② 上限時間の原則 

山梨県教育委員会は、山梨県立学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時

間を除いた時間を、以下に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務

量の適切な管理を行うこととする。 

イ １日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の 

１箇月の合計時間 45 時間 

ロ １日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の 

１年間の合計時間 360 時間 

③ 児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間 

児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、

一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合においては、

②の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間

を、以下に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適

切な管理を行うこととする。 

イ １箇月時間外在校等時間 100 時間未満 
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ロ １年間時間外在校等時間 720 時間 

ハ １年のうち１箇月時間外在校等時間が 45 時間を超える月数６月 

ニ 連続する２箇月、３箇月、４箇月、５箇月及び６箇月のそれぞれの期間につ

いて、各月の１箇月時間外在校等時間の１箇月当たりの平均時間 80 時間 

また、留意すべき事項について、次のとおり定めている。 

④ 上限時間について 

校長等の学校の管理職及び教育職員並びに山梨県教育委員会等の関係者は、こ

の方針が、教育職員が上限時間まで業務を行うことを推奨するものと解してはな

らず、また、学校における働き方改革の総合的な方策の一環として策定されるもの

であり、在校等時間の長時間化を防ぐための他の取組と併せて取り組まれるべき

ものであることに十分に留意しなければならない。決して、在校等時間の長時間化

を防ぐための取組を講ずることなく、学校や教育職員に対し、上限時間を遵守する

ことを求めるのみであってはならない。 

⑤ 虚偽の記録等について 

教育職員の在校等時間について形式的に上限時間の範囲内とすることが目的化

し、授業など教育課程内の学校教育活動であって真に必要な活動であるものをお

ろそかにすることや、実際の時間より短い虚偽の時間を記録し、又は記録させるこ

とがあってはならない。 

⑥ 持ち帰り業務について 

本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則であり、上限時間を遵守することの

みを目的として自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加することは、厳に避け

なければならない。仮に業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、その

実態把握に努めるとともに、業務の持ち帰りの縮減に向けた取組を進めるものと

する。 

   県教育委員会では、この上限方針に基づき、服務を監督する県立学校の教育職員につ

いて、業務量の適切な管理と健康、福祉の確保を図るために必要な措置を講じていく。 
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（３）やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等

に関する総合的なガイドライン（概要） 

山梨県教育委員会では、休日における地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を着実に推進

するために、「地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備すること」及び「スポーツ・文

化芸 術活動の最適化を図り、体験格差を解消すること」を目指して、令和５年１２月に「や

まなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」

を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

 

 

 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

 

※「これまで学校・教師が担ってきた１４の業務の在り方に関する考え方」 
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（４）公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法等の一部を改正する法律の概要 
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（５）学校・教師が担う業務に係る３分類 

公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針【第３節（２）】 
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（６）公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の

服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図る

ために講ずべき措置に関する指針【第３節（３）】 

(3) 所管に属する各学校における次に掲げる措置の推進を通じ、教育職員が担う業務の

適正化を図ること。  

イ 学校教育法施行規則 （昭和22年文部省令第11号）において定められる授業時数の 

標準を大きく上回って編成されている教育課程を当該学校の指導体制に見合うもの

となるようにするとともに、年間授業週数の実態に応じて１日及び１週間当たりの

授業時数を平準化し、教育の質の向上のために必要な時間的余裕を創出する観点か

ら、教育課程の見直しを行うこと。その際、始業日の設定に当たっては、教育課程

の編成・実施に係る年度当初の準備の負担の観点にも留意すること。  

ロ 学校で行われる学校行事を、それぞれの教育的価値を踏まえ、精選又は統合するこ

と。  

ハ 学校の日課表等において、授業時数の見直しと併せて放課後に行われる児童生徒の 

活動時間（補習及び部活動を含む。）を教育職員に割り振られた勤務時間内に適切

に設定するなどの工夫を行うこと。  

ニ デジタル技術を活用した校務の効率化を推進すること。  

ホ 職務経験が少ない教育職員が担当する授業時数を抑制するとともに、他の教育職員

からの助言その他の支援を得られやすい体制を整備すること。  

ヘ 教育職員が所定の勤務時間外に外部からの電話等に応対する必要のない環境を整備 

すること。  

ト 学校評価の結果に基づき学校運営の改善を図るに当たっては、当該措置を講ずるこ

とが在校等時間の長時間化につながらないようにするため、当該措置が実施計画に

適合するものとなるようにすること。  

(4) 教育職員、事務職員及び支援スタッフ（地方公共団体独自の財源によるものを含

む 。）の体制を充実すること。  

(5) 教育職員の産前産後休暇及び育児休業等の取得に伴い学校に配置される教育職員そ

の他の教育職員について、正規の教育職員の計画的な配置の充実に努めること。   

(6) 教育職員の健康及び福祉を確保するため、在校等時間が一定時間を超えた教育職員

に医師による面接指導を実施すること。ここでいう一定時間は、１箇月時間外在校

等時間80時間を目安とすること。  

(7) 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること（勤務間イン

ターバル）。ここでいう一定時間は、11時間を目安とすること。  

(8) 教育職員の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。また、

医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を行
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うこと。  

(9) 心身の健康問題についての相談窓口を設置すること。必要に応じて、産業医等によ

る助言・指導を受け、又は教育職員に産業医等による保健指導を受けさせること。  

(10) 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促

進すること。  

(11) 早出遅出勤務、テレワークその他の柔軟な働き方を推進するための環境整備を図る

こと。  

(12) 上限方針及び実施計画の策定等に当たっては、人事委員会（人事委員会を置かない

地方公共団体においては、地方公共団体の長。以下同じ 。） と 当該上限方針及び

実施計画について認識を共有し、専門的な助言を求めるなど連携を図ること。ま

た、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉を図るために講

ずべき措置に関し、人事委員会の求めに応じて実施状況等について報告を行い、専

門的な助言を求めるなど連携を図ること。 
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（１）文部科学省 

①「学校における働き方改革について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm 

②「全国の学校における働き方改革～取組事例集～令和５年３月改訂版～」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/mext_00008.html 

③「GIGA スクール構想の下での校務 DX チェックリスト」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02597.html 

 

④「業務量管理・健康確保措置実施計画について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoshi-kankyo/index_00020.htm 

⑤「学校における働き方改革フォーラム（令和５年３月 22 日）」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1422164_00003.htm 

⑥「～公立学校の校長先生のための～やさしい！勤務時間管理講座」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1414532.htm 

（２）政府広報オンライン 

①「新しい時代の教育のために 

『学校の働き方改革』が進められています！」 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/2.html 

（３）独立行政法人教職員支援機構 

①校内研修シリーズ No.155「時間予算ワークショップ」 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/155.html 

②校内研修シリーズ No.156「大まかな合意形成ワークショップ」 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/156.html 

中央教育審議会 

「教育課程企画特別部会」委員 

「質の高い教師の確保特別部会」臨時委員 

先生の幸せ研究所 代表取締役 澤田真由美 氏 

 

 

 

 

４．参考資料（令和８年3月１日確認） 

等 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/mext_00008.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02597.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoshi-kankyo/index_00020.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1422164_00003.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1414532.htm
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/2.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/155.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/156.html
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〈県教育委員会から学校現場への文書半減プロジェクト〉 
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「山梨県の公立学校における働き方改革推進委員会」における審議の経過 

令和６年 

７月１１日（木） 第１回 働き方改革推進委員会 

・取組方針に基づいた取組の進捗状況について 

・働き方改革についての国や県の状況について 

・次期取組方針策定の方向性について 他 

７月１８日（木） 第１回 働き方改革ワーキング会議 

・働き方改革に関する国・県の状況について 

・次期取組方針策定の方向性について 

・取組方針の検証について 他 

９月１０日（火） 第２回 働き方改革ワーキング会議 

・取組方針の検証結果について 

・教員の業務実態調査について 

・新たな取組についてのグループ討議 他 

令和７年 

１月 ９日（木） 第３回 働き方改革ワーキング会議 

         ・教員の業務実態調査結果について 

・新取組方針骨子案について 他 

１月１４日（火） 第１回 部活動の負担軽減に係る検討ワーキング会議 

・部活動ガイドライン取組状況調査 

及び部活動指導実態調査結果について  

・公立中学校における休日部活動の 

地域クラブ活動への移行について 他 

１月２９日（水） 第２回 働き方改革推進委員会 

・教員の業務実態調査結果等について 

・新取組方針骨子案について 他 

２月１２日（水） 第４回 働き方改革ワーキング会議 

・給特法等の一部改正について 

・新取組方針の具体的な取組内容について 他 

３月１４日（金） 第３回 働き方改革推進委員会 

・新取組方針のとりまとめ 他  
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令和６年度 山梨県の公立学校における働き方改革推進委員会 

委 員 職 名 氏 名 

委員長 山梨県教育委員会教育次長 信田 恭央 

委 員 市町村教育委員会連合会会長 窪田 新治 

委 員 山梨県公立小中学校長会代表 田草川 耕 

委 員 山梨県高等学校長協会代表 廣瀬 志保 

委 員 山梨県公立小中学校教頭会代表 鶴田  心 

委 員 山梨県高等学校教頭・副校長会代表 小宮山 隆 

委 員 山梨県事務主幹・事務幹会議会長 南 恵美子 

委 員 県ＰＴＡ協議会会長（小中学校） 清水 好美 

委 員 県高等学校ＰＴＡ連合会会長（県立学校） 辻  宏幸 

県教育委員会 教育長 降籏 友宏 

県教育委員会 教育監 秋山 克也 

県教育委員会 教育監 荻野 智夫 

県教育委員会 副参事 矢崎  孝 

事務局 総務課長 望月 勝一 

事務局 福利給与課長  永井 研一 

事務局 学校施設課長 功刀 美奈子 

事務局 義務教育課長  小池 孝二 

事務局 高校教育課長  渡邉 英裕 

事務局 特別支援教育・児童生徒支援課長 玄間  修 

事務局 生涯学習課長 古屋 明子 

事務局 保健体育課長 花輪 孝徳 

事務局 教育事務所長・副所長会代表 中村 英彦 

事務局 総合教育センター所長 天野 信一 

事務局 総務課教育企画室長 岩出 修司 

事務局 総務課教育企画室働き方改革推進監 伊藤 宏紀 

事務局 総務課教育企画室室長補佐 河野 敏三 

事務局 総務課教育企画室主幹 佐野 淳一 

事務局 総務課教育企画室主査 細倉 要太郎 

 

オブザーバー 山梨県教職員組合 

オブザーバー 山梨県高等学校・障害児学校教職員組合 
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令和６年度 働き方改革ワーキンググループ 

委員及び事務局員 

委 員 職 名 氏 名 

委員長 総務課教育企画室室長 岩出 修司 

委 員 福利給与課課長補佐 古屋 雅仁 

委 員 福利給与課課長補佐 三神 恭子 

委 員 義務教育課人事管理監 望月 俊孝 

委 員 義務教育課課長補佐 小林 紀浩 

委 員 義務教育課課長補佐 田邉 靖博 

委 員 義務教育課副主幹・指導主事 岩下  城 

委 員 高校教育課人事管理監 志村 光司 

委 員 高校教育課課長補佐 三枝 和博 

委 員 高校教育課副主幹・指導主事 鈴木 ひとみ 

委 員 特別支援教育・児童生徒支援課課長補佐 桑畑 秀子 

委 員 特別支援教育・児童生徒支援課課長補佐 深澤 和仁 

委 員 生涯学習課課長補佐 久保寺 利仁 

委 員 保健体育課課長補佐 平子 順一 

委 員 保健体育課課長補佐 山本 晃司 

委 員 保健体育課主幹・指導主事 窪田 弘樹 

委 員 保健体育課主幹・指導主事 渡辺 健太郎 

委 員 総合教育センター研修指導課長 藤原 千鶴 

委 員 総合教育センター主幹・指導主事 岡  英幸 

事務局 総務課教育企画室働き方改革推進監 伊藤 宏紀 

事務局 総務課教育企画室室長補佐 河野 敏三 

事務局 総務課教育企画室主幹 佐野 淳一 

事務局 総務課教育企画室主査 細倉 要太郎 

 

オブザーバー 山梨県教職員組合 

オブザーバー 山梨県高等学校・障害児学校教職員組合 

※委員及び事務局員は、山梨県教育委員会所属 
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令和６年度 部活動の負担軽減に係る検討ワーキンググループ 

委員及び事務局員 

 

※委員及び事務局員は、山梨県教育委員会所属 

委 員 職 名 氏 名 

委員長 保健体育課長 花輪 孝徳 

副委員長 保健体育課総括課長補佐 相川 喜代弘 

委 員 総務課教育企画室 働き方改革推進監 伊藤 宏紀 

委 員 総務課教育企画室室長補佐 河野 敏三 

委 員 総務課教育企画室主幹 佐野 淳一 

委 員 義務教育課課長補佐 田邉 靖博 

委 員 高校教育課副主幹・指導主事 鈴木 ひとみ 

委 員 特別支援教育・児童生徒支援課主幹・指導主事 田住 昌義 

事務局 保健体育課課長補佐 平子 順一 

事務局 保健体育課主幹・指導主事 窪田 弘樹 

事務局 保健体育課主幹・指導主事 渡辺 健太郎 

オブザーバー 山梨県教職員組合 

オブザーバー 山梨県高等学校・障害児学校教職員組合 

オブザーバー 山梨県小中学校体育連盟 

オブザーバー 山梨県高等学校体育連盟 

オブザーバー 山梨県高等学校野球連盟 

オブザーバー 山梨県高等学校文化連盟 
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山梨県教育委員会総務課教育企画室 

〒400-8504 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県教育委員会ホームページ 

https://www.pref.yamanashi.jp/kyouiku/top.html 

                                                      


